
序

章

8
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か

日
本
的
＿
雇
用
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
日
本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
議
論
が
あ
る
。
「
日
本

の
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
と
「
日
本
的
」
あ
る
い
は
「
日
本
型
」
は
同
じ
で
は
な
い
。
実
際
、
日
々
変
動
す
る
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、

何
が
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
か
と
自
信
を
も
っ
て
い
う
こ
と
さ
え
、
困
難
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
は
「
雇
用
関
係
を
律
す
る
ル
ー
ル
の
体
系
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
に
は
、
労
働
法
に
代
表
さ

れ
る
成
文
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
も
あ
る
が
、
多
く
は
現
実
の
雇
用
関
係
の
な
か
か
ら
自
生
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
に
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
「
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
を
超
歴
史
的
な
「
日
本
型
」
「
日
本
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
躊
躇
す
る
。
つ

ま
り
「
日
本
型
」
「
日
本
的
」
と
呼
ぶ
と
き
、
そ
れ
を
全
体
像
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
日
本
的
」
雇
用
シ
ス
テ
ム
が
壊
れ
て
も
、

「
日
本
の
」
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
続
け
る
。
本
書
で
は
、
高
度
経
済
成
長
期
に
形
成
さ
れ
、
多
く
の
中
核
企
業
に
特
徴
的
な
雇

用
シ
ス
テ
ム
を
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
特
殊
歴
史
的
な
概
念
で
あ
り
、
「
日
本
的
雇
用
シ
ス

テ
ム
」
と
呼
び
う
る
も
の
が
い
つ
ま
で
存
続
す
る
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
こ
ま
で
が
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
内
で

の
変
化
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
そ
の
崩
壊
で
あ
る
と
判
断
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
日
本
的
」

と
い
う
言
葉
は
、
実
に
曖
昧
で
あ
り
学
問
的
な
用
語
と
し
て
決
し
て
優
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
本
書
で
こ
の
用
語
を
使
う
の

は
、
従
来
か
ら
こ
の
用
語
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
よ
り
適
切
な
用
語
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

，
 



雇
用
シ
ス
テ
ム
は
、
中
心
的
な
制
度
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
周
辺
的
制
度
か
ら
成
り
立
つ
と
考
え
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ぞ
れ
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
。
伝
統
的
な
大
企
業
を
典
型
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
「
中
核
」
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
（
つ
ま
り
、
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
）
は
、
周
辺
に
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
サ
ブ

シ
ス
テ
ム
は
、
現
代
的
な
用
語
を
使
え
ば
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
契
約
社
員
（
有
期
雇
用
）
に
代
表
さ
れ
る
「
非
正
規
雇
用
」
で
あ

っ
た
り
、
そ
う
し
た
直
接
的
な
雇
用
関
係
に
な
い
派
遣
労
働
者
や
請
負
労
働
者
の
よ
う
な
「
間
接
雇
用
」
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
う

し
た
「
非
正
規
雇
用
関
係
」
の
構
造
は
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
と
く
に
流
通
業
な
ど
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
の
非
正
社
員
が

現
業
部
門
（
店
舗
）
の
主
力
で
あ
る
。
日
本
の
な
か
で
も
、
具
体
的
な
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
業
界
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
、
一
般
的

な
議
論
を
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
製
造
業
を
中
心
と
し
て
、
日
本
企
業
の
雇
用
関
係
は
国
内
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
企
業
が
海
外
で
よ
り
多
く
の
人
々
を
雇
用
し
て
い
る
の
は
、
も
は
や
日
常
で
あ
る
。

日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
―
つ
は
、
日
本
の
労
働
市
場
構
造
全
体
の
モ

デ
ル
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
伝
統
的
大
企
業
、
中
堅
企
業
、
小
零
細
企
業
の
規
模
間
関
係
分
析
や
、
正
社
員
と

非
正
社
員
分
析
、
業
種
に
よ
る
多
様
性
分
析
な
ど
が
あ
る
。
平
均
的
な
雇
用
保
障
度
や
賃
金
格
差
を
根
拠
と
し
て
、
し
ば
し
ば
「
恵

ま
れ
た
」
大
企
業
に
よ
る
「
恵
ま
れ
な
い
」
中
小
企
業
の
収
奪
、
あ
る
い
は
「
恵
ま
れ
た
」
正
社
員
と
「
恵
ま
れ
な
い
」
非
正
社
員

の
格
差
へ
の
批
判
を
基
調
す
る
も
の
、
他
方
で
は
、
す
べ
て
を
市
場
取
引
に
お
け
る
経
済
合
理
的
な
も
の
と
し
て
正
当
化
し
よ
う
と

す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
事
柄
は
、
こ
と
の
性
質
上
、
実
に
壮
大
で
あ
る
だ
け
に
、
実
際
に
は
、
マ
ク
ロ
デ
ー
タ
分
析
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。

理
論
的
に
は
、
恵
ま
れ
た
「
一
次
労
働
市
場
」
と
恵
ま
れ
な
い
「
二
次
労
働
市
場
」
の
議
論
が
あ
る
。
ま
た
、
内
部
労
働
市
場
と

雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
核
と
周
辺
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時

代

区

分

外
部
労
働
市
場
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
考
え
た
場
合
、
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
の
な
か
に
あ
る
労
働
者
は
少

数
派
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
「
家
族
従
業
者
」
や
「
自
営
業
主
」
で
あ
っ
た
人
々
の
多
く
が
雇
用
労
働
者
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

「
非
正
規
雇
用
」
が
増
え
続
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
正
規
雇
用
」
の
対
概
念
と
し
て
の
「
非
正
規
雇
用
」
に
も
、
い
く
つ
か
の
特

徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
基
幹
パ
ー
ト
」
や
「
長
期
ア
ル
バ
イ
ト
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
々
は
、
雇
用
期
間
は
結
果
的
に

長
い
人
も
少
な
く
な
い
が
、
安
定
雇
用
と
は
い
い
が
た
い
。

も
う
―
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
企
業
内
の
主
と
し
て
正
社
員
の
雇
用
管
理
分
析
に
よ
っ
て
、
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
捉

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。
「
非
正
規
雇
用
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
お
よ
び
第
六
章

で
扱
う
が
、
本
書
の
中
心
は
「
正
規
雇
用
」
で
あ
る
。
正
規
雇
用
の
あ
り
方
に
こ
そ
、
「
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
の
特
徴
が
凝
縮

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

雇
用
労
働
者
の
ほ
う
が
安
定
的
だ
と
い
う
考
え
方
は
い
つ
頃
か
ら
一
般
化
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
に
職
を
も
っ
て
自
営
業

を
す
る
ほ
う
が
、
雇
用
労
働
者
よ
り
も
安
定
的
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
「
終
身
雇
用
」
規
範
の
一
般
化
が
寄

与
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
現
実
は
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
規
範
の
流
布
は
、
雇
用
労
働
の
安
定
化
意
識
を
一
般
化
さ
せ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
経
済
状
況
が
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
多
く
が
継
続
し
て
い
る
経
済
活
動
を
区

分
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
乱
暴
な
試
み
で
あ
る
が
、
雇
用
状
況
か
ら
仮
に
区
分
し
て
み
る
と
、
大
き
く
い
っ
て
「
戦
後
復
興
期

（
一
九
四
五

1
一
九
六
0
年
）
」
「
高
度
経
済
成
長
期
(
-
九
六

0
1
一
九
七
四
年
）
」
「
安
定
成
長
期
(
-
九
七
五
1
一
九
九
六
年
）
」
「
平
成
雇

一
九
九
七
年
1
)
」
に
分
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

用
不
況
期
（
世
紀
交
代
期
、
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（三）

高
度
経
済
成
長
期

労
働
者
の
求
め
る
安
定
雇
用
と
年
功
賃
金
は
高
度
経
済
成
長
期
に
実
現
し
て
い
っ
た
。
企
業
の
規
模
拡
大
に
よ
り
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
だ
け
で
な
く
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に
も
昇
進
の
道
が
開
か
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
、
民
間
産
業
で
は
査
定
へ
の
反
感
は
薄
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
時
期
、
定
期
的
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
も
異
動
す
る
こ
と
が
特
別
視
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
鉄
鋼
業
の
「
民
族
大

移
動
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に
と
っ
て
も
、
異
動
は
昇
進
と
結
び
つ
い
て
、
「
栄
転
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
不
況
期
に
は
雇
用
保
障
の
た
め
の
配
転
や
職
種
転
換
、
さ
ら
に
は
「
出
向
」
も
、
部
分
的
に
広
が
り
を
み
て
い
た
。

賃
金
制
度
で
い
え
ば
、
職
能
資
格
制
度
が
一
般
化
し
て
い
く
。
ま
た
、
こ
の
時
期
、
団
体
交
渉
は
主
と
し
て
賃
上
げ
を
め
ぐ
る
春
闘

に
集
約
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
領
域
で
は
労
使
協
議
制
度
が
経
営
参
加
の
議
論
と
と
も
に
、
一
般
化
し
た
。

安
定
成
長
期

高
度
経
済
成
長
期
に
そ
の
原
型
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
は
、
安
定
成
長
期
に
全
面
的
な
展
開
を
遂
げ

る
。
職
能
資
格
制
度
は
一
層
強
固
と
な
っ
た
。
高
度
成
長
が
見
込
め
な
く
な
っ
た
多
く
の
日
本
企
業
は
、
し
ば
し
ば
経
常
赤
字
を
計

上
し
た
。
こ
の
と
き
、
企
業
は
す
ぐ
に
指
名
解
雇
に
走
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
高
度
成
長
期
に
部
分
的
に
実
践
さ
れ
て
い
た
ブ
ル
ー

（二）
（
一
）
戦
後
復
興
期

「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
が
で
き
る
た
め
の
前
提
条
件
の
い
く
つ
か
が
揃
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
労
働
争
議
の
多
く
は
労
働
側
の

敗
北
に
終
わ
り
、
信
頼
的
と
は
い
え
な
い
が
協
調
的
な
労
使
関
係
構
築
の
試
み
が
、
こ
の
時
期
の
後
半
に
は
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。

労
働
組
合
に
よ
る
激
し
い
解
雇
撤
廃
闘
争
が
「
解
雇
」
コ
ス
ト
の
高
さ
を
経
営
者
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
組
合
に

よ
る
「
生
活
給
」
要
求
と
「
定
期
昇
給
」
制
度
に
よ
る
大
幅
賃
上
げ
抑
制
と
い
う
経
営
側
の
認
識
が
「
年
功
賃
金
」
と
後
に
呼
ば
れ

る
賃
金
制
度
へ
と
結
実
し
て
い
く
。
た
だ
、
こ
う
し
た
前
提
条
件
だ
け
で
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
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カ
ラ
ー
の
出
向
や
転
籍
が
雇
用
調
整
手
段
と
し
て
大
手
企
業
を
中
心
と
し
て
広
が
っ
た
。
不
況
と
好
況
の
繰
り
返
し
の
な
か
で
「
日

本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
L

が
完
成
し
た
。
と
く
に
、
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
、
多
く
の
先
進
諸
国
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
高
失

業
率
に
苦
し
ん
で
い
た
か
ら
、
日
本
の
雇
用
に
お
け
る
好
調
さ
に
つ
い
て
世
界
的
な
評
価
は
高
く
、
日
本
企
業
労
使
も
こ
の
「
日
本

的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
に
自
信
を
も
っ
て
い
た
。

（
四
）
平
成
雇
用
不
況
期

「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
の
根
幹
が
ぐ
ら
つ
く
と
と
も
に
、
正
社
員
と
非
正
社
員
（
と
間
接
雇
用
）
の
雇
用
格
差
が
焦
点
と
な
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
も
し
ば
ら
く
は
、
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
は
、
い
ま
ま
で
の
不
況
と
同
様
に
う
ま
く
時
代
を
切
り
抜
け
る
も
の

と
思
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
株
価
は
一
向
に
再
上
昇
へ
の
兆
候
を
み
せ
ず
、
一
九
九
七
年
に
相
次
い
で
起
こ
っ
た
山
一
證
券
や
北

海
道
拓
殖
銀
行
の
破
綻
は
、
バ
ブ
ル
期
の
後
遺
症
の
重
さ
、
金
融
危
機
の
深
刻
さ
を
世
間
に
知
ら
し
め
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
時

期
以
後
、
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
は
全
体
と
し
て
混
乱
期
に
入
る
。
こ
の
混
乱
期
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
長
期
安
定
雇
用
の
動
揺
、

成
果
主
義
化
と
非
正
社
員
活
用
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
高
度
経
済
成
長
の
後
半
に
大
量
採
用
さ
れ
た
従
業
員
が
中
高
年
化
し
た
時

代
で
あ
り
、
総
額
人
件
費
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
年
功
」
賃
金
制
度
の
も
と
で
の
人
件
費
圧
力
が
非
常
に
強
く
日
本
企
業
に

か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
成
果
主
義
化
」
は
一
段
落
し
て
い
る
が
、
非
正
社
員
雇
用
の
拡
大
と
そ
れ
が
社
会
的
に
も
た

ら
す
負
の
効
果
に
つ
い
て
、
大
き
な
社
会
問
題
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

(3) 

中
核
企
業
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
三
大
要
索

雇
用
シ
ス
テ
ム
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
生
成
•
発
展
・
変
容
す
る
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
企
業
を
超
え
た
レ
ベ
ル
で

の
労
使
関
係
が
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
し
、
現
在
で
も
与
え
続
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
長
期
安
定
雇
用
」
に
つ
い
て
い
え

I3 



長
期
安
定
雇
用
主
義

長
期
安
定
雇
用
主
義
は
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
「
終
身

雇
用
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
た
が
、
市
場
経
済
の
な
か
で
活
動
す
る
企
業
を
前
提
と
す
れ
ば
、
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
理

J
 

念
と
し
て
の
「
長
期
安
定
雇
用
主
義
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
一
九
九

0
年
代
後
半
以
降
は
、
希
望
退
職
が
一
般
化
し
た

た
め
、
「
終
身
雇
用
」
は
崩
壊
し
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
以
前
で
も
希
望
退
職
は
し
ば
し
ば
実
施
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
り
、
企
業
行
動
が
根
本
的
に
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
株
主
璽
視
の
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
「
長
期
安
定
雇

用
主
義
」
の
程
度
は
や
や
弱
体
化
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
三
つ
の
観
点
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
客
観
的
な

事
実
と
し
て
、
②
従
業
員
足
止
め
策
と
し
て
、
③
経
営
者
の
規
範
と
し
て
、
で
あ
る
。

（

一

） ば
、
第
二
次
大
戦
後
の
解
雇
を
め
ぐ
る
争
議
に
お
い
て
、
総
評
（
日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
）
や
日
経
連
（
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
）
さ

ら
に
は
中
労
委
（
中
央
労
働
委
員
会
）
な
ど
政
労
使
の
ア
ク
タ
ー
た
ち
の
行
動
が
重
要
で
あ
っ
た
し
、
賃
金
水
準
だ
け
で
な
く
処
遇
制

度
「
相
場
」
を
つ
く
る
こ
と
や
労
使
協
議
制
度
の
定
着
に
関
し
て
も
、
産
業
別
組
織
の
活
動
や
日
本
生
産
性
本
部
な
ど
の
役
割
が
重

要
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
に
み
て
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
、
企
業
外
の
影
響
力
が
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る

と
し
て
も
、
企
業
の
外
部
に
あ
る
上
部
組
織
（
産
別
組
織
や
経
営
者
団
体
な
ど
）
か
ら
孤
立
し
た
企
業
別
労
使
関
係
は
日
本
的
雇
用
シ

ス
テ
ム
の
な
か
で
は
異
端
で
あ
る
。
そ
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
本
書
全
体
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
構
成
要
素
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
通
常
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
は
、

「
長
期
安
定
雇
用
（
終
身
雇
用
）
」
「
年
功
賃
金
」
「
企
業
別
組
合
」
と
表
現
さ
れ
る
。
本
書
の
各
章
で
も
そ
う
し
た
表
現
を
用
い
る
が
、

こ
こ
で
は
、
あ
え
て
試
論
的
に
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
機
能
面
に
着
目
し
て
、

(
1
)
長
期
安
定
雇
用
主
義
、

(
2
)
年
功
主
義
、

(
3
)

労
使
協
議
主
義
と
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
制
度
が
「
あ
る
L

の
か
「
な
い
」
の
か
、
壊
れ
た
の
か
、
壊
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
二

分
法
は
論
点
を
明
確
化
す
る
利
点
は
あ
る
が
、
一
方
で
や
や
硬
直
的
な
理
解
を
生
み
が
ち
で
あ
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
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序 章 日本的雇用システムとは何か

図0-1 平均勤続年数の推移（一般労働者）
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I 十男女計—●—男性→女性 I
厚生労働省『賃金構造基本統計調査』（各年）。

ま
ず
、
①
の
よ
う
に
客
観
的
な
事
実
と
し
て
理
解
す
る
場
合
、
そ
の
「
事
実
」

を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
点
が
さ
ら
に
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、

(a)
労
働

者
が
頻
繁
に
離
職
す
る
企
業
で
は
長
期
雇
用
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
入
職
離
職
率

や
平
均
勤
続
年
数
の
長
さ
を
も
っ
て
そ
の
事
実
と
す
る
の
か
。
ま
た
、
事
実
上
の

結
婚
退
職
制
な
ど
が
あ
る
企
業
の
女
性
社
員
も
長
期
安
定
雇
用
の
対
象
と
は
い
え

な
い
。

(
b
)
企
業
業
績
が
か
な
り
悪
化
し
て
も
会
社
が
「
解
雇
し
な
い
」
こ
と

を
そ
の
事
実
と
す
る
の
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
出
向
」
（
在
籍
出
向
）
は
別
と
し

て
、
「
転
籍
」
や
「
希
望
退
職
」
の
実
施
を
長
期
安
定
雇
用
主
義
の
維
持
と
み
る

の
か
、
そ
れ
と
も
崩
壊
と
す
る
の
か
、
と
い
う
論
点
も
あ
る
。
「
転
籍
」
や
「
希

望
退
職
」
の
場
合
、
事
実
上
の
指
名
解
雇
で
あ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断

を
明
確
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
解
雇
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
、

配
転
・
出
向
・
転
籍
な
ど
の
活
用
を
も
っ
て
長
期
安
定
雇
用
主
義
の
強
さ
と
み
な

す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

(a)
の
場
合
は
、
性
別
の
平
均
勤
続
年
数
を
比
較
す

る
こ
と
で
比
較
的
簡
単
に
事
実
を
確
認
で
き
る
。
高
度
経
済
成
長
期
は
次
々
と
企

業
が
叢
生
・
成
長
し
た
こ
と
か
ら
入
職
離
職
率
は
か
な
り
高
く
、
安
定
成
長
期
以

(4) 

後
は
低
く
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
平
均
勤
続
年
数
は
伸
び
続
け
、
近
年
の

(
5
)
 

推
移
は
安
定
的
で
あ
る
（
図
。
ー
1
)
。
こ
の
「
事
実
」
か
ら
い
え
ば
、
長
期
安
定

雇
用
主
義
は
依
然
と
し
て
強
固
で
あ
る
。
ま
た
平
均
勤
続
年
数
と
い
う
観
点
か
ら

(
6
)
 

は
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
と
大
差
な
い
。
し
か
し
、
近
年
「
終
身
雇
用
」
が
崩
壊

の
「
事
実
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い

し
て
い
る
と
し
て
騒
が
れ
た
の
は

(
b
)
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（二）

一
九
九
七
年
以
降
の
「
希
望
退
職
」
の
一
般
化
が
、
そ
の
「
事
実
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

第
二
に
、
企
業
に
よ
る
従
業
員
足
止
め
策
と
し
て
の
長
期
安
定
雇
用
主
義
が
あ
る
。
こ
の
観
点
は
、
労
働
力
不
足
の
と
き
に
強
く

意
識
さ
れ
る
。
高
度
経
済
成
長
期
や
バ
ブ
ル
期
に
は
、
安
定
雇
用
へ
の
関
心
は
労
使
と
も
に
低
い
。
企
業
は
従
業
員
が
離
職
し
な
い

よ
う
に
、
定
着
し
長
く
勤
続
す
る
者
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
「
年
功
賃
金
」
で
あ
っ
た
り
、

長
期
的
な
昇
進
へ
の
展
望
で
あ
っ
た
り
す
る
。
企
業
内
で
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
展
望
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
高
額
の

定
年
退
職
金
や
各
種
企
業
内
福
利
制
度
も
こ
う
し
た
政
策
で
あ
る
。
こ
う
し
た
従
業
員
足
止
め
策
と
し
て
の
「
長
期
安
定
雇
用
」
は

現
在
で
は
、
か
な
り
衰
退
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
安
定
成
長
期
以
降
、
離
職
率
が
低
下
し
、
そ
う
し
た
策
を
用
い
る
必
要
性
が
必
ず

し
も
高
く
な
く
な
っ
た
こ
と
が
最
大
の
原
因
で
あ
る
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
は
、
む
し
ろ
従
業
員
排
出
の
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
足
止
め

策
は
相
次
い
で
廃
止
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
長
期
安
定
雇
用
」
は
崩
壊
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

第
三
の
「
長
期
安
定
雇
用
」
の
観
点
は
、
経
営
者
の
規
範
で
あ
る
。
「
従
業
員
を
整
理
解
雇
す
る
よ
う
な
経
営
者
は
、
経
営
者
と

し
て
失
格
で
あ
る
」
と
い
う
社
会
規
範
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
密
接
に
関
連
す
る
。
経
営
者

は
株
主
の
代
理
人
で
あ
る
と
い
う
所
有
権
的
な
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
経
営
者
の
任
務
は
企
業
価
値
の
最
大
化
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
好
業
績
の
と
き
に
も
人
員
削
減
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
規
範
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
近
年
、

経
営
者
の
規
範
と
し
て
の
長
期
安
定
雇
用
主
義
は
弛
緩
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
一
章
で
み
る
よ
う
に
、
そ
れ

が
廃
棄
さ
れ
た
と
み
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
。

(8) 

年
功
主
義

中
核
企
業
の
雇
用
管
理
に
お
け
る
第
二
の
特
徴
は
「
年
功
主
義
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
長
期
安
定
雇
用
」
を
制
度
的
前
提
と
す
る
。

つ
ま
り
、
長
期
的
で
安
定
的
な
雇
用
が
な
い
場
合
に
、
年
齢
や
勤
続
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
賃
金
が
上
昇
す
る
と
い
う
制
度
は
安

定
的
に
は
機
能
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
生
活
給
」
思
想
は
、
安
定
雇
用
が
確
立
す
る
以
前
か
ら
、
労
働
運
動
の
主
張

て
は
、
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序 章 日本的雇用システムとは何か

表 0-1 定期昇給制度の対象者、昇給額の決め方別企業割合 (1998年、単位：％）

定期昇給 対象者 昇給額の決め方

企業規模 制度がある 全額考課 全額自動 考課壺定と
（％） 全員 一部

査定 決定 自動決定

1000人以上 90. 6 (100. 0) (73.0) (27.0) (21. 7) (10.6) (67.7) 

300-999人 91. 2 (100. 0) (85.3) (14. 7) (32.9) (6.5) (60.6) 

100-299人 90.8(100.0) (85.9) (14.1) (37.6) (10.4) (52.1) 

30-99人 83.9(100.0) (84.5) (15.5) (49.8) (IO. 7) (39.6) 

（注） 定期昇給制度とは一定期間勤務し、一定の条件を満たした労働者の基本給額について、定期

的に増額することがあらかじめ労働協約、就業規則などで定められているものをいう。

（出所） 労働省『賃金労働時間制度等総合調査』 (1998年）。

と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
年
功
主
義
が
制
度
的
に
安
定
す
る
に
は
、
や
は
り
そ
れ

が
必
要
で
あ
っ
た
。

年
功
主
義
は
、
密
接
に
関
連
す
る
一
―
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
昇
進
と
賃
金
と
か
ら
な
っ
て
い

る
。
同
一
年
齢
層
・
同
一
学
歴
層
の
正
規
従
業
員
の
間
で
、
①
昇
進
も
賃
金
も
あ
ま
り
格
差

を
つ
け
な
い
ケ
ー
ス
、
②
昇
進
に
格
差
を
つ
け
る
が
、
同
一
の
職
能
資
格
で
は
格
差
を
つ
け

な
い
ケ
ー
ス
、
③
昇
進
に
格
差
は
あ
ま
り
つ
け
な
い
が
、
同
一
職
能
資
格
で
も
賃
金
に
比
較

的

大

き

な

格

差

を

つ

け

る

ケ

ー

ス

が

あ

る

。

．

年
功
主
義
の
う
ち
、
賃
金
に
つ
い
て
は
定
期
昇
給
制
度
が
あ
る
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
多
い
。
定
昇
制
度
の
廃
止
が
成
果
主
義
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
る
。
定
昇
が
あ
れ
ば
、
年
齢
勤
続
と
と
も
に
賃
金
が
上
昇
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
年

功
賃
金
の
制
度
上
の
本
質
を
定
期
昇
給
制
度
と
す
る
と
、
そ
の
普
及
率
の
変
化
が
問
題
と
な

る
。
や
や
古
い
が
、
こ
れ
を
示
す
の
が
表
。
ー

1
で
あ
る
。
一

0
0人
以
上
の
企
業
の
九
割

に
定
昇
制
度
が
あ
る
。
そ
し
て
、
考
課
査
定
と
自
動
決
定
を
併
用
す
る
場
合
が
主
流
で
あ
る
。

次
に
基
本
給
の
決
定
要
素
と
し
て
年
齢
・
勤
続
を
用
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
み
た
の
が
表
。

I
2
で
あ
る
。
ま
ず
、
管
理
職
（
層
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
基
本
給
の
決
定
要
因
と
し
て
年

齢
や
勤
続
年
数
を
使
う
の
は
、
全
体
の
七
ニ
・
五
％
の
企
業
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
管
理
職
層

の
賃
金
で
年
齢
や
勤
続
年
数
の
要
素
が
あ
る
こ
と
自
体
奇
妙
な
気
が
す
る
。
こ
う
し
た
部
分

が
「
成
果
主
義
化
」
し
つ
つ
あ
る
の
が
近
年
の
傾
向
で
あ
る
。

近
年
、
大
企
業
を
中
心
に
定
期
昇
給
制
度
を
廃
止
す
る
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
る
。
ま
た
業

績
や
成
果
に
対
す
る
賃
金
部
分
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
を
み
た
の
が
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表 0-2 企業規模別基本給の決定要素別企業数割合（単位：％）

職務、職種など 職務遂行 学歴、年齢・
全企業

の仕事の内容 能力
業績・成果

勤続年数など学歴 年齢・勤続
年数など

非管理職 100.0 70.6 77.3 62.3 80.6 34.2 79.0 
管理職 100.0 72.8 79.7 64.2 73.9 31.8 72.5 

（出所） 厚生労働省『就労条件総合調査』 (2001年）。

（三） 表。ー
3
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
「
業
績
・
成
果
L

「
仕
事
」
「
職
務
遂
行
能
力
」
の
里

視
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
賃
金
に
お
け
る
「
成
果
主
義
」
「
職
務

主
義
」
「
能
力
主
義
」
の
重
視
の
傾
向
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
「
職
能
資
格
制
度
」
か
ら
「
役
割
等
級
制

度
」
へ
移
行
し
た
と
す
る
企
業
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
全
体
と
し
て
年
功
主
義
が
崩
壊
し

(10) 

た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

労
使
協
議
主
義

中
核
企
業
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
第
三
の
要
素
は
企
業
別
組
合
と
の
労
使
協
議
主
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

労
使
協
議
主
義
と
は
、
福
利
厚
生
制
度
や
人
事
処
遇
制
度
な
ど
の
制
度
改
定
、
賃
金
や
企
業
年
金
な
ど

の
金
額
交
渉
、
職
場
で
の
要
員
交
渉
、
さ
ら
に
は
経
営
基
本
計
画
に
至
る
ま
で
、
広
範
な
領
域
に
お
い

て
、
日
常
的
に
交
渉
・
協
議
す
る
こ
と
で
決
定
し
て
い
く
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う

に
労
働
協
約
で
定
め
ら
れ
た
案
件
が
発
生
し
た
と
き
に
だ
け
団
体
交
渉
と
苦
情
処
理
で
対
応
し
よ
う
と

す
る
や
り
方
と
は
か
な
り
異
な
る
。
二

0
0
四
年
『
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
調
査
』
に
よ
れ
ば
、

五
0
0
0人
以
上
規
模
で
は
、
約
八
割
の
企
業
で
労
使
協
議
機
関
が
存
在
し
て
い
る
。
「
経
営
の
基
本

方
針
」
か
ら
「
賃
金
・
一
時
金
」
に
至
る
ま
で
、
組
合
員
に
関
係
す
る
実
に
多
く
の
事
柄
が
、
労
使
協

議
の
場
で
報
告
・
協
議
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
人
事
処
遇
制
度
や
福
利
厚
生
に
つ
い
て
は
、
労

使
で
専
門
委
員
会
を
つ
く
っ
て
話
し
合
う
。
企
業
に
よ
っ
て
は
「
会
社
案
」
そ
の
も
の
を
イ
ン
フ
ォ
ー

(11) 

マ
ル
な
労
使
協
議
で
練
り
上
げ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
「
成
果
主
義
」
の
導
入
を

は
じ
め
と
し
た
人
事
処
遇
制
度
の
改
定
だ
け
で
な
く
、
企
業
組
織
再
編
に
伴
う
親
密
な
労
使
協
議
や
希

望
退
職
の
募
集
な
ど
、
深
刻
な
労
使
協
議
も
多
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
テ
ー
マ
や
企
業
に
よ
り
、
組
合

I8 



序 章 日本的屈用システムとは何か

表 0-3 賃金制度の改定の有無および改定内容別企業数割合 (2004~2006年、単位：％）

改定内容 （複数回答）

胃

］ 霊

畠［ 減

基

亨
分［『

塁 』減
孟

i 冒 ， 贋畠
の

儡制全 に 旦 ， 企 行
に

忍 >業 な
塁す し の ゎ

っ

<t容 す 基

［ 
り 塁

な
年

た る 羹
の の

の か
る

>分 贔悶
導

塁 開
っ

; 分

ヘ 入
導 た

雙
． 

入に ヘ ， 
塁 雙 に

の
の れ

屡する 拡大 屡 れ

計 100.0 46.3 23.3 22.l 23.7 9.1 1.1 6.0 7.7 11.0 4.0 7.1 53. 7 

1,000人以上 100.0 56.5 27.2 23.0 31.3 18.1 0.9 5.7 11.9 22.3 8.9 11.5 43.5 
300~999人 100.0 52.9 23.7 23.5 30.2 15.3 0.7 6.2 13.8 19.1 8.3 10.2 47.1 
100~299人 100.0 45.5 21.7 19.7 24.9 10.3 1.4 5.1 10.4 14.4 5.7 6.1 54.5 
30 ~ 99人 100.0 45.5 23.7 22.6 22.4 7.8 1.0 6.2 6.2 8. 7 2.8 6.9 54.5 

平成 16年（注） 100.0 38.4 15.5 17.6 20. 7 9.8 ... 2.4 5.6 10.1 6.1 ... 61.6 

（注） 2004年で調査した「複線型賃金体系の改定・導入」「基本給を増加し、賞与のウエイトを相対的に縮
小」は削除し、「退職給付を縮減し基本給へ組入れ」「定期昇給の廃止」を追加した。

（出所） 厚生労働省『就労条件総合調査』 (2007年）。

(12) 

長
期
安
定
雇
用
主
義
や
年
功
賃
金
主
義
と
同

じ
よ
う
に
、
労
使
協
議
主
義
に
は
法
的
な
基
盤

は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
は
、

E
U
諸
国
と
は

大
い
に
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
事

業
所
内
の
労
使
協
議
制
度
は
法
的
に
詳
細
に
そ

の
仕
組
み
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
労
働
組
合
と

使
用
者
団
体
（
あ
る
い
は
個
別
企
業
）
と
の
団
体

交
渉
と
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国

で
は
そ
う
し
た
区
分
は
不
明
確
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ス
ト
権
を
背
後
に
し
た
団
体
交
渉

で
は
な
く
日
常
的
な
労
使
協
議
の
仕
組
み
が
、

中
核
企
業
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
一
っ
の
柱
に
な

っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

,
4
く。

側
の
権
利
に
強
弱
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し

て
こ
の
労
使
協
議
主
義
が
日
本
の
大
企
業
の
雇

用
シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
表
。
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表 0-4 労使協議機関の付議事項とその取り扱い別事業所割合

（労使協議機関「あり」=100)

目同意目協議口意見聴取口説明報告口付議事項でない

（％） 

゜
20 40 60 80 100 

経営の基本方針 (71.1〕

生産、販売などの基本計画〔67.〇〕 ll 

会社組織機構の新設改廃〔66.0〕

新技術応用機器の導入など
生産事務の合理化〔53.1〕

採用・配置基準〔59.8〕

昇進、昇格基準〔65.5〕

配置転換、出向 (69.5〕

教育訓練計画〔64.3〕

一時帰休・人員整理 ・解雇 (72.7〕

定年制〔78.1〕

勤務態様の変更〔88.3〕

労働時間・休日・休暇〔92.6〕

育児休業制度・介護休業制度〔81.3〕

賃金・一時金〔86.3)

時間外労働の賃金割増し率〔78.6)

退職手当・年金基準〔80.1〕

職場の安全衛生〔88.2〕

福利厚生〔87.4〕

文化・体育・レジャー活動〔69.9〕

54.9 

45.1 

42.8 

25.6 

30.5 

27.1 

1U:::I 25.2 

38:5 

24.5 

33:8 

43:9, 

塗

翌

33.9 

46.8 

卑

卑

迎

巫
27.2 

翌

47'.5 

15.8 

18.1 

30.0 

（注） 〔 〕内の数値は、当該事項を付議する事業所の割合である。

（出所） 厚生労働省 r労使コミュニケーション調査』(2004年）。
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序 章 日本的雇用システムとは何か

（一）

中
核
企
業
の
雇
用
管
理
の
特
徴

以
上
の
よ
う
な
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
諸
要
素
が
「
正
社
員
」
の
雇
用
・
賃
金
・
労
使
交
渉
の
大
枠
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
も
と
で

雇
用
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
中
核
企
業
の
雇
用
管
理
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
四
つ
の
観
点
に
ま
と
め
よ
う
。
（
一
）

正
社
員
間
の
管
理
、
（
二
）
正
社
員
内
の
管
理
、
（
三
）
非
正
社
員
の
管
理
、
（
四
）
間
接
雇
用
で
あ
る
。

正
社
員
間
の
雇
用
管
理

正
社
員
間
の
雇
用
管
理
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
と
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
格
差
の
小
さ
さ
で
あ
る
。
日

本
の
企
業
別
組
合
は
、
エ
職
混
合
組
合
が
一
般
的
で
あ
り
、
両
者
の
格
差
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
、
雇
用
管
理
上
も
特
徴
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
も
「
長
期
安
定
雇
用
」
や
「
年
功
主
義
」
の
対
象
と
す
る
一
方
で
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
も
、
「
日

(13) 

給
月
給
制
」
（
正
し
く
は
月
給
日
給
制
）
を
適
用
す
る
と
か
、
資
格
制
度
を
一
本
化
す
る
こ
と
な
ど
に
そ
の
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
な
か
で
も
、
本
社
採
用
組
と
事
業
所
採
用
組
の
格
差
は
比
較
的
小
さ
い
。

第
二
は
性
別
管
理
で
あ
る
。
同
じ
「
正
社
員
」
で
あ
っ
て
も
、
女
性
は
長
期
安
定
雇
用
主
義
や
年
功
主
義
の
対
象
と
は
事
実
上
な

っ
て
い
な
か
っ
た
。
か
つ
て
繊
維
産
業
や
電
機
産
業
で
は
、
若
年
女
性
は
製
造
現
場
に
大
量
に
存
在
し
て
い
た
し
、
銀
行
を
は
じ
め

と
す
る
第
三
次
産
業
で
も
、
女
性
は
結
婚
や
出
産
ま
で
働
く
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
が
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
の
観
点

か
ら
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
少
な
く
と
も
建
前
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
性
別
管
理

を
企
業
は
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

四
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正
社
員
の
雇
用
管
理
の
特
徴
と
変
化

第
二
の
観
点
は
、
男
性
正
社
員
に
限
定
し
た
と
き
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
雇
用
管
理
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
ず
、
新
卒
中
心
主
義
が

あ
る
。
採
用
に
よ
る
新
卒
と
中
途
採
用
の
区
別
は
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
同
期
入
社
者
間
中
心
の
昇
進
競
争

が
あ
る
。

次
に
、
幅
広
い
職
種
別
管
理
・
人
材
育
成
で
あ
る
。
採
用
に
あ
た
っ
て
の
新
卒
中
心
主
義
か
ら
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
採
用
時

の
職
種
は
大
括
り
で
あ
り
、
あ
ま
り
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
で
は
、
保
全
職
や
製
造
職
と
し
て
採
用
さ

れ
る
わ
け
で
な
い
。
ま
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
も
、
採
用
後
に
、
営
業
職
か
経
理
か
総
務
か
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
し
、
異
動
に
よ
っ

て
複
数
の
職
種
を
経
験
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
幅
広
い
職
種
別
管
理
は
、
人
事
処
遇
制
度
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
日

本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
人
材
育
成
に
大
き
な
特
徴
を
付
与
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
と
密
接
に
関
係
す
る
の
が
、
異
動
の
日
常
性
で
あ
る
。
人
材
育
成
だ
け
で
な
く
安
定
雇
用
の
た
め
に
も
、
異
動
・
転
勤
・
配

転
・
出
向
が
日
常
的
に
活
用
さ
れ
る
。
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
転
勤
や
出
向
が
日
常
的
と
は
い
え
な
い
が
、
エ
職
格
差
の
小

さ
さ
と
結
び
つ
い
て
、
そ
う
し
た
異
動
が
現
在
で
は
非
日
常
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
は
、
と
く
に
こ
う

し
た
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。

（
三
）
直
接
雇
用
・
非
正
社
員
活
用

非
正
社
員
に
は
い
く
つ
か
の
基
本
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
「
臨
時
的
不
熟
練
労
働
力
」
「
有
期
専
門
的
労
働
力
」
「
無
期
半
熟
練
労
働

カ
」
で
あ
る
。

①
臨
時
的
不
熟
練
労
働
力
（
臨
時
エ
・
期
間
工
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
）

結
果
的
に
長
期
勤
続
に
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
臨
時
的
な
性
格
を
も
つ
。
企
業
の
必
要
に
応
じ
て
、
雇
用
量
が
短
期

（二）
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序 章 日本的雇用システムとは何か

間
に
変
動
す
る
労
働
力
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
雇
用
は
長
期
化
す
る
が
、
企
業
に
と
っ
て
は
代
替
の
き
く
労
働
力
で
あ
る
。

「
不
熟
練
」
と
は
「
代
替
が
容
易
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
絶
対
的
な
技
能
水
準
と
は
直
接
関
係
な
い
。

ち
な
み
に

(
4
)
 

②
有
期
・
専
門
的
労
働
力
（
契
約
社
員
）

①
に
比
べ
て
、
一
定
の
専
門
性
や
継
続
性
を
求
め
ら
れ
る
雇
用
で
あ
る
。
一
定
の
専
門
性
は
必
要
と
さ
れ
る
が
、
外
部
市
場
で
比

較
的
容
易
に
調
達
で
き
る
の
で
、
企
業
に
と
っ
て
は
長
期
安
定
雇
用
と
す
る
必
要
性
を
あ
ま
り
感
じ
な
い
雇
用
で
あ
る
。
近
年
で
は
、

若
年
労
働
市
場
の
弛
緩
に
よ
り
、
事
実
上
、
正
社
員
を
選
抜
す
る
た
め
の
「
試
用
期
間
」
と
し
て
利
用
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く
な
っ
て

い
る
。
若
年
労
働
市
場
が
タ
イ
ト
に
な
れ
ば
、
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
が
。

③
無
期
・
半
熟
練
労
働
力
（
準
社
員
、
一
般
職
）

さ
ほ
ど
技
能
は
必
要
と
し
な
い
が
、
労
働
需
要
が
比
較
的
安
定
し
て
い
る
場
合
、
①
の
よ
う
に
一
時
的
な
雇
用
と
す
る
必
要
が
あ

ま
り
な
く
、
一
定
の
長
期
雇
用
（
あ
る
い
は
中
期
雇
用
）
を
前
提
と
し
て
い
る
雇
用
で
あ
る
。
残
業
は
基
本
的
に
は
予
定
し
て
い
な
い
。

製
造
現
場
の
女
性
に
多
い
形
態
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
年
で
は
「
期
限
の
定
め
の
な
い
雇
用
」
と
い
う
束
縛
へ
の
不
安
か
ら
、
制
度

上
有
期
雇
用
と
す
る
企
業
が
増
え
て
い
る
。

間
接
雇
用
・
会
社
別
管
理
活
用

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
の
―
つ
は
間
接
雇
用
、
と
く
に
「
会
社
別
管
理
」
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
雇
用
の

活
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
企
業
が
異
な
れ
ば
同
じ
仕
事
で
も
処
遇
に
違
い
が
あ
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
社
会
的
な
相
場
観
、
あ

る
い
は
個
人
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
諦
め
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
良
好
な
雇
用
機
会
を
享
受
し
て
い
る
親

企
業
の
正
社
員
の
仕
事
を
切
り
出
し
、
子
会
社
や
関
連
会
社
に
移
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
た
と
え
ば
、
メ
ー
カ
ー
の
補

（四）

23 



本
書
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
主
要
産
業
で
の
伝
統
的
な
大
企
業
の
「
雇
用
様
式
し
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス

と
し
な
が
ら
、
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
第
一
章
で
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
特
徴
づ
け

る
中
核
に
あ
る
「
終
身
雇
用
」
慣
行
に
つ
い
て
論
じ
、
ま
ず
そ
の
形
成
を
歴
史
的
に
概
観
す
る
。
「
終
身
麗
用
し
慣
行
と
い
っ
て
も
、

市
場
経
済
の
も
と
に
あ
る
以
上
、
雇
用
調
整
は
不
可
避
で
あ
る
。
問
題
は
＿
雇
用
調
整
の
有
無
で
は
な
く
、
雇
用
調
整
の
仕
方
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
ま
ず
正
社
員
の
雇
用
調
整
方
式
が
い
か
に
し
て
確
立
し
、
か
つ
変
化
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
つ
い
で
、
「
終

身
雇
用
」
慣
行
を
支
え
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
「
雇
用
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
正
社
員
以
外
の
雇
用
労
働
力
と

し
て
、
臨
時
エ
、
社
外
エ
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
派
遣
労
働
者
な
ど
の
役
割
が
対
象
と
な
る
。

賃
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
が
り
方
と
決
ま
り
方
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
前
者
を
賃
金
構
造
、
後
者
を
賃
金
制
度
と

五

助
工
程
を
関
連
会
社
に
移
譲
し
、
い
ま
ま
で
そ
こ
で
働
い
て
い
た
親
企
業
の
従
業
員
に
対
し
て
は
、
出
向
と
い
う
形
で
雇
用
・
賃
金

水
準
を
保
障
す
る
一
方
、
新
規
に
雇
用
す
る
「
プ
ロ
パ
ー
社
員
」
に
は
低
い
水
準
の
雇
用
保
障
や
賃
金
（
地
域
労
働
市
場
の
水
準
）
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
業
員
間
の
処
遇
格
差
を
か
な
り
抑
え
て
い
る
企
業
内
労
使
関
係
に
お
い
て
、
企
業
業
績
が
悪
化
し
た
企

業
は
こ
ぞ
っ
て
こ
う
し
た
雇
用
関
係
を
構
築
し
て
い
っ
た
。
製
造
部
門
を
ま
る
ご
と
別
会
社
化
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
派
遣

子
会
社
を
つ
く
っ
て
い
る
企
業
も
多
い
。
こ
れ
は
「
仕
事
・
職
務
」
に
基
づ
く
賃
金
支
払
い
が
正
社
員
雇
用
に
お
い
て
主
流
で
な
い

た
め
に
起
こ
る
現
象
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

平
成
長
期
雇
用
不
況
の
な
か
で
、
こ
う
し
た
子
会
社
や
関
連
会
社
の
活
用
よ
り
も
、
さ
ら
に
不
安
定
労
働
力
の
活
用
が
進
め
ら
れ

る
。
派
遣
労
働
の
活
用
や
継
続
的
な
関
係
を
も
た
な
い
一
般
請
負
の
活
用
で
あ
る
。
こ
う
し
た
労
働
力
の
活
用
は
、
職
場
の
生
産
力

の
低
下
を
も
た
ら
す
薔
然
性
が
高
い
が
、
余
裕
を
失
っ
た
か
な
り
の
日
本
企
業
は
そ
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
。

本
書
の
構
成
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序 章 日本的雇用システムとは何か

呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
第
二
章
で
は
後
者
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
議
論
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
計
量
的
な
分

析
が
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
実
証
分
析
に
つ
い
て
、
一
定
の
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
賃
金
構
造
を
も
た
ら

す
―
つ
の
重
要
な
要
因
と
し
て
、
賃
金
制
度
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
理
解
す
る
う
え
で
必
須
だ
か
ら
で

あ
る
。
賃
金
構
造
が
結
果
と
し
て
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
賃
金
制
度
が
異
な
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
異

な
っ
た
雇
用
シ
ス
テ
ム
が
、
異
な
っ
た
方
式
で
、
近
似
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
期
安
定
雇
用
を
前
提

と
し
、
年
齢
・
勤
続
と
査
定
が
考
慮
さ
れ
る
定
期
昇
給
制
度
が
日
本
的
賃
金
制
度
の
基
盤
で
あ
る
。
近
年
、
「
成
果
主
義
」
の
名
の

も
と
に
、
年
齢
・
勤
続
要
素
の
比
重
の
大
幅
な
低
下
と
査
定
要
因
の
強
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
影
聾
を

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
与
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

続
く
第
三
章
で
は
企
業
内
能
力
開
発
を
扱
う
。
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
能
力
開
発
の
あ
り
方
に
強
い
関

心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
日
本
企
業
の
国
際
競
争
力
の
源
泉
は
、
日
本
企
業
の
能
力
開
発
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
と
く
に
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
技
能
水
準
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
た
。
第
三
章
で
は
、
能
力
開
発
シ
ス
テ
ム
、
と
く
に

0
J
T
(
O
n

t
h
e
 J
o
b
 

Training) 
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
、
主
と
し
て
同
時
代
の
聴

き
取
り
調
査
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、

(
1
)
能
力
開
発
方
法
の
分
類
、

(
2
)
能
力
開
発
を
促
進
す
る
仕
組
み
、

(
3
)
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の

0
J
T
シ
ス
テ
ム
、

(
4
)
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
能
力
開
発
、

(
5
)
企
業
内
0
f
f

ー

J
T
(
O
f
f
t
h
e
 J
o
b
 
Training)
に
つ
い
て
論
じ
る
。

雇
用
シ
ス
テ
ム
は
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
職
場
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
扱
う
の
が
第
四
章
の
課
題
で
あ
る
。
能
力

開
発
の
仕
組
み
と
な
ら
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
日
本
企
業
の
製
造
現
場
の
管
理
は
、
他
の
先
進
諸
国
よ
り
も
相
対

的
に
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、
あ
る
能
率
水
準
が
企
業
組
織
内
で
ど
の
よ
う
に
合
意
さ
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
職
場

の
能
率
管
理
に
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
能
率
管
理
の
手
法
に
は
、
能
率
給
に
代
表
さ
れ
る
賃
金
刺
激
が

ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
が
、
日
本
で
は
周
知
の
よ
う
に
能
率
給
は
賃
金
体
系
の
な
か
で
は
周
辺
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
。
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久
本
憲
夫
）

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
賃
金
刺
激
に
拠
る
こ
と
な
く
職
場
管
理
者
は
能
率
管
理
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
第

四
章
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
要
員
や
業
績
の
厳
格
な
統
制
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
仕
事
内
容
に
密
着
し
た
直
接
的
な
管
理

で
あ
っ
た
。
こ
と
の
性
質
上
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
業
種
は
限
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
製
造
業
の
代
表
と
し
て
鉄
鋼
業
と
自
動
車
産
業
、

サ
ー
ビ
ス
業
の
代
表
と
し
て
総
合
ス
ー
パ
ー
と
デ
パ
ー
ト
を
取
り
上
げ
る
。
課
や
係
レ
ベ
ル
の
職
場
に
与
え
ら
れ
る
能
率
目
標
の
内

容
は
、
産
業
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
要
員
削
減
を
重
視
す
る
自
動
車
・
総
合
ス
ー
パ
ー
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
重
視
す
る
鉄
鋼

業
・
デ
パ
ー
ト
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

終
わ
り
の
二
つ
の
章
は
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
ア
ク
タ
ー
た
ち
を
分
析
す
る
。
労
働
組
合
と
人
事
部
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
五

章
は
労
働
組
合
運
動
の
歴
史
で
あ
る
。
企
業
別
組
合
の
成
立
時
点
、
成
立
要
因
、
エ
職
混
合
組
合
に
お
け
る
職
員
層
の
動
き
な
ど
が
、

大
き
な
影
響
を
与
え
た
占
領
政
策
を
ふ
ま
え
て
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
個
別
企
業
別
組
合
の
活
動
よ
り
も
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
組

合
運
動
の
動
き
を
整
理
す
る
。
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
個
別
企
業
が
孤
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
春
闘
を
は
じ
め
と
す
る
企
業

を
超
え
た
活
動
（
産
業
別
組
織
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
）
な
し
に
は
、
正
確
に
は
理
解
で
き
な
い
。

最
後
に
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
企
業
レ
ベ
ル
で
の
特
徴
は
、
人
事
部
の
役
割
の
大
き
さ
で
あ
る
。
労
働

条
件
の
多
く
が
企
業
の
外
部
で
交
渉
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
欧
州
諸
国
と
は
異
な
り
、
日
本
の
人
事
部
は
職
制
ル
ー
ト
で
の
人
事
管
理

に
対
し
て
、
独
自
の
地
位
と
権
力
を
も
っ
て
い
る
。
労
働
条
件
の
多
く
が
企
業
内
で
決
定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
部
門
長
の
人
事

権
が
強
い
ア
メ
リ
カ
と
比
べ
て
も
、
そ
の
相
対
的
な
強
さ
は
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
の
が
第
六
章
の
役
割
で
あ
る
。

労
使
関
係
の
一
方
の
直
接
的
な
当
事
者
と
し
て
、
人
事
部
の
役
割
は
あ
る
意
味
労
働
組
合
よ
り
も
重
要
で
あ
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

人
事
部
の
活
動
に
つ
い
て
の
研
究
は
組
合
運
動
な
ど
と
比
べ
て
非
常
に
少
な
い
。
こ
の
章
で
述
べ
ら
れ
る
人
事
部
の
役
割
は
、
日
本

的
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
不
可
欠
の
構
成
物
で
あ
る
。
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